
（平成２３年１月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認福島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



福島厚生年金 事案 1019 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 39 年 12 月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月６日から同年 12月５日まで 

私は、申立期間にはＡ社からＢ社（現在は、Ｃ社）に異動し、継続して

勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険被保険者記録が無い。申立期

間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社から提出された回答書及び申立人に係る雇用保険の加入記録により、

申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 39 年 12 月５

日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



福島厚生年金 事案 1020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成７年 11 月８日から８年 11 月 21 日までの期

間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額を 30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年 10月１日から４年 10月１日まで 

② 平成７年 11月８日から８年 11月 21日まで 

平成２年 10 月から３年９月までの期間及び４年 10 月から５年９月まで

の期間の標準報酬月額は 53 万円であるのに、申立期間①の標準報酬月額が

28 万円とされているのは納得できない。Ａ社に勤務していた期間は、給与

が毎年上がっていたはずなので、調べてほしい。 

申立期間②については、Ｂ社に勤務していた期間の標準報酬月額が 30 万

円から９万 8,000 円に減額されていることが分かったので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人が所持する平成７年 12 月分及び８年１月分

の給与明細書によれば、申立人は、資格取得時に決定された標準報酬月額

（30 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる。 

一方、オンライン記録によれば、申立人のＢ社における標準報酬月額は、

当初、申立人が主張するとおり、30 万円と記録されていたところ、平成８年

２月 28 日に、資格取得日である７年 11 月８日に遡及して 14 万 2,000 円に減

額訂正された後、８年５月７日に、７年 11月８日に遡及して９万 8,000 円に

減額訂正されたことが確認できる上、同僚 83 人の標準報酬月額も、申立人と

同様、資格取得日に遡及して数回にわたり減額訂正されたことが確認でき、

その中には、資格喪失後に遡及訂正された者もみられる。 



また、Ｂ社に係る厚生保険特別会計債権みなし消滅・債権消滅・不納欠損

決議書によれば、平成８年６月から 10 年３月までの厚生年金保険料について

は、不納欠損として処分されていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によれば、申立人は、同社の役員では

なく、同僚も、申立人は、社会保険手続等の業務に関与し得る立場ではなか

った旨を述べている。 

なお、申立期間②のうち平成８年 10 月１日から同年 11 月 21 日までの期間

については、オンライン記録によれば、申立人の当該期間の標準報酬月額は、

同年 10 月の定時決定の後の同年 12月 19 日（申立人が資格喪失した平成８年

11 月 21 日の後）に９万 8,000 円として資格喪失処理と同時に処理されてお

り、当該期間以前の標準報酬月額についても、前述の遡及訂正処理の結果と

同額であることから、当該期間の標準報酬月額は、申立人が資格喪失した日

（平成８年 11 月 21 日）までの間、同年５月７日に遡及訂正処理された標準

報酬月額であり、事業主は、社会保険事務所に同年 10 月の定時決定に係る届

出を行わず、社会保険事務所では、同年 10 月の定時決定による標準報酬月額

を、同年５月７日に遡及訂正処理された標準報酬月額と同額（９万 8,000

円）と職権により決定した可能性は否定できない。 

これらを総合的に判断すると、平成８年２月 28 日及び同年５月７日に行わ

れた遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行っ

た当該遡及訂正処理に合理的な理由は見当たらず、有効な記録訂正があった

とは認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されてい

る申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た、30万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間①については、厚生年金保険料控除額を確認できる給与明

細書等の資料は無い上、Ａ社は平成７年５月 21 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっていることから、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

また、複数の同僚は、「厚生年金保険料については、総支給額ではなく基

本給に基づく額を控除されていた。」と述べており、当時の社会保険事務担

当者も、「控除額は定時決定された標準報酬月額に基づいて計算しており、

届出と異なる額を控除することはなかった。」と述べている。 

さらに、前述の同僚は、「給与は歩合制であり、月ごとに数十万円単位で

給与額が変動することもまれではなかった。」と述べているところ、オンラ

イン記録によれば、同僚の中には、毎年の定時決定時の標準報酬月額が、相

当程度増減している者が複数確認できる上、遡及して標準報酬月額の訂正が

行われた形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1021 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 16 年７月１日から 19 年６月１日までの期

間及び同年８月１日から同年９月１日までの期間に係る標準報酬月額の記録

については、16 年７月及び同年８月は 24 万円、同年９月は 26 万円、同年 10

月から同年 12 月までは 24 万円、17 年１月から同年８月までは 26 万円、同

年９月から 18 年３月までは 24 万円、同年４月は 22 万円、同年５月から 19

年５月までは 24万円、同年８月は 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

申立人の申立期間のうち、平成 19 年９月１日から 20 年６月１日までの期

間に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 24 万円とされているところ、

当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 17 万円とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間に係る

標準報酬月額の記録を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額（17 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月１日から 19年９月１日まで 

② 平成 19年９月１日から 20年６月１日まで 

私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間①については、厚生年金保険

の標準報酬月額が給与額及び厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月

額より低い上、申立期間②については、同社の事後訂正の届出により記録



が訂正されたが、年金額の給付には反映されない記録となっているので、

両期間の記録を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。したがって、申立人の標準報酬月額については、申立

人から提出された給与支払明細書、Ａ社から提出された源泉徴収簿及びＢ市

が保管する住民税課税基礎資料において確認又は推認できる厚生年金保険料

控除額又は報酬月額から、申立期間①のうち、平成 16 年７月及び同年８月は

24 万円、同年９月は 26 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 24 万円、17 年

１月から同年８月までは 26 万円、同年９月から 18 年３月までは 24 万円、同

年４月は 22 万円、同年５月から 19 年５月までは 24 万円、同年８月は 24 万

円とすることが妥当である。 

また、前述の給与支払明細書によれば、申立期間①のうち、平成 19 年６月

及び同年７月については、オンライン記録上の標準報酬月額が、報酬月額に

見合う標準報酬月額を超えていることが確認できることから、特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、前述の給与支払明細書、源泉徴収簿及び住民税課税基礎資料において

確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオン

ライン記録上の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事

業主は、当該資料において確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額に

見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、

当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、オンライン記録によれば、申立人の標準報酬月額

は、申立期間②に係る政府の保険料徴収権が時効により消滅した後の平成 22

年７月６日に 17 万円から 24 万円に訂正されているところ、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該

訂正後の標準報酬月額（24 万円）ではなく、訂正前に記録されていた標準報

酬月額（17万円）となっている。 

しかしながら、前述の給与支払明細書により、申立人は、申立期間②につ

いて、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが確認できることから、申立人の標準



報酬月額については、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の申立期間②に係る報酬月額の届出を社会保険事務

所に対して誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、

過少な納付であったことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



福島厚生年金 事案 1022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 14 年 12 月１日から 15 年９月１日までの期

間及び 16 年７月１日から 19 年９月１日までの期間に係る標準報酬月額の記

録については、14 年 12 月から 15 年８月までは 28 万円、16 年７月から同年

11 月までは 26 万円、同年 12 月から 17 年８月までは 28 万円、同年９月から

19年８月までは 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

申立人の申立期間のうち、平成 19 年９月１日から 20 年６月１日までの期

間に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 28 万円とされているところ、

当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 18 万円とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間に係る

標準報酬月額の記録を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額（18 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。) を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年８月１日から平成 19年９月１日まで 

② 平成 19年９月１日から 20年６月１日まで 

私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間①については、厚生年金保険

の標準報酬月額が給与額及び厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月

額より低い上、申立期間②については、同社の事後訂正の届出により記録

が訂正されたが、年金額の給付には反映されない記録となっているので、



両期間の記録を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。したがって、申立人の標準報酬月額については、申立

人から提出された給与支払明細書、Ａ社から提出された源泉徴収簿及びＢ市

が保管する住民税課税基礎資料において確認又は推認できる厚生年金保険料

控除額又は報酬月額から、申立期間①のうち、平成 14 年 12 月から 15 年８月

までは 28 万円、16 年７月から同年 11 月までは 26 万円、同年 12 月から 17

年８月までは 28 万円、同年９月から 19 年８月までは 26 万円とすることが妥

当である。 

また、前述の住民税課税基礎資料によれば、申立期間①のうち、平成６年

12 月から 14 年 11 月までの期間及び 15 年９月から 16 年６月までの期間につ

いては、オンライン記録上の標準報酬月額が、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額又は報酬月額に見合う標準報酬月額を超えてい

る又は同額となっていることが確認できることから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

さらに、申立期間①のうち、昭和 61 年８月から平成６年 11 月までについ

ては、厚生年金保険料控除額を確認できる給与支払明細書等の資料は無く、

ほかに、オンライン記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超え

る保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事

情も見当たらない。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、前述の給与支払明細書、源泉徴収簿及び住民税課税基礎資料において

確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額とオン

ライン記録上の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事

業主は、当該資料において確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額に

見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、

当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、オンライン記録によれば、申立人の標準報酬月額

は、申立期間②に係る政府の保険料徴収権が時効により消滅した後の平成 22

年７月６日に 18 万円から 28 万円に訂正されているところ、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該



訂正届後の標準報酬月額（28 万円）ではなく、訂正前に記録されていた標準

報酬月額（18万円）となっている。 

しかしながら、前述の給与支払明細書によれば、申立人は、その主張する

標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが確認できるところ、当該標準報酬月額と事後訂正のオン

ライン記録上の標準報酬月額が相違していることが認められる。 

また、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。したがって、申立人の標準報酬月額については、前述の

給与支払明細書及び源泉徴収簿において確認できる厚生年金保険料控除額か

ら、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の申立期間②に係る報酬月額の届出を社会保険事務

所に対して誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、

過少な納付であったことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



福島厚生年金 事案 1023 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を昭和 61 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、昭和 61 年４月１日に、Ａ社からＣ社（現在は、Ｄ社）に転勤した。

単なる転勤であり、申立期間が厚生年金保険の空白期間となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された回答書及び昭和 61 年４月１日付けの異動辞令並びに申

立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人は、申立てに係るグループ会

社に継続して勤務し（昭和 61 年４月１日にＡ社からＣ社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 61

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、16 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が資格喪失日を昭和 61 年４月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年３月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保



険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



福島厚生年金 事案 1024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成７年７月 31 日から同年 10 月１日までの期

間について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同

年 10 月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

申立人の申立期間のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までの期

間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額を、７年 10 月から８年９月までは 32 万円、同年 10 月から９年

９月までは 30万円に訂正することが必要である。 

申立人は、申立期間のうち、平成９年 10 月１日から 12 年８月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額（平成９年 10 月から 11 年２月ま

では 30 万円、同年３月は 26 万円、同年４月から同年７月までは 28 万円、同

年８月及び同年９月は 24 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 28 万円、同年 12

月及び 12 年１月は 24 万円、同年２月は 26 万円、同年３月は 24 万円、同年

４月は 26 万円、同年５月及び同年６月は 24万円、同年７月は 26 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録をこれらの額に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年７月 31日から同年 10月１日まで 

② 平成７年 10月１日から 12年８月１日まで 

私は、昭和 61 年９月から平成 12 年７月までＢ社に継続して勤務してい

たにもかかわらず、申立期間①の厚生年金保険被保険者記録が無い。 



また、申立期間②のオンライン記録上の標準報酬月額が、実際にもらっ

ていた給与額よりも低くなっているので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の記憶

により、申立人は、Ｂ社に勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間①当時、Ｂ社に勤務していた者は、関連会社のＡ社におい

て厚生年金保険被保険者となっているところ、申立人に係るオンライン記録

によれば、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年８月

21 日）の後の平成７年 10 月５日に、申立人が同社において同年７月 31 日に

資格喪失した旨の処理及び同年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定の取消処

理が行われたことが確認できる上、同僚 77 人についても、同年 10 月５日又

は同年 10 月６日に、申立人と同様、同年７月 31 日に資格喪失した旨の処理

及び同年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定の取消処理が行われたことが確

認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本によれば、同社は、申立期間①

においても法人格を有し、適用事業所の要件を満たしていたと認められる上、

申立人は、申立期間に係る給与明細書を所持していることから、社会保険事

務所において、同社が適用事業所でなくなったとする処理、前述の資格喪失

処理及び標準報酬月額の取消処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年７月31日に資格

喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人のＡ社における資格

喪失日は、申立人のＢ社における資格取得日と同日の同年10月１日であると

認められる。  

なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における取消

前のオンライン記録から、26万円とすることが妥当である。 

申立期間②のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までの期間につ

いては、申立人に係るオンライン記録によれば、申立人のＢ社における標準

報酬月額は、当初、申立人が主張するとおり、７年 10 月から８年９月までは

32 万円、同年 10 月から９年９月までは 30 万円と記録されていたところ、同

年４月 18 日に、７年 10 月１日に遡って９万 2,000 円に引き下げられている

ことが確認できる上、同僚 31 人の標準報酬月額も、申立人と同様、９年４月

18 日に、当該同僚が被保険者資格を取得した日に遡って９万 2,000 円に引き

下げられていることが確認できる。 

また、Ｂ社の当時の事業主に照会を行ったところ、回答を得ることはでき

なかったものの、複数の同僚の証言から、当時、同社は、厚生年金保険料の

納付に苦慮していたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成９年４月 18 日に行われた遡及訂正処理

は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正処



理に合理的な理由は見当たらず、有効な記録訂正があったとは認められない。

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、７年 10 月から８年９月ま

では 32 万円、同年 10 月から９年９月までは 30 万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間②のうち、平成９年 10 月１日から 12 年８月１日までの期

間の標準報酬月額は、前述の遡及訂正処理が行われた日以降の最初の定時決

定（平成９年 10 月１日）において９万 2,000 円と記録されているところ、当

該記録については、前述の遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事

情は見当たらないことから、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言

えない。 

また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書において確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額から、平成

９年 10 月から 11 年２月までは 30 万円、同年３月は 26 万円、同年４月から

同年７月まで（平成 11 年６月を除く。）は 28 万円、同年８月及び同年９月

は 24 万円、同年 10 月は 28 万円、同年 12 月及び 12 年１月は 24 万円、同年

２月は 26 万円、同年３月は 24 万円、同年４月は 26 万円、同年５月及び同年

６月は 24万円、同年７月は 26万円とすることが妥当である。 

また、申立人は、平成 11 年６月及び同年 11 月の給与明細書を所持してい

ないものの、申立人が所持するその前後の期間の給与明細書によれば、報酬

月額に大きな変動は無く、厚生年金保険料控除額は同額であることから、同

年６月及び同年 11 月の標準報酬月額については、その前後の期間と同額の

28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、前述の給与明細書において確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控

除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録上の標準報酬月額が長期間にわ

たり一致していないことから、事業主は、当該給与明細書において判断でき

る報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



福島厚生年金 事案 1025 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 61 年１月 31 日から同年６月１日までの期

間について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同

年６月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

申立人の申立期間のうち、平成７年７月 31 日から同年 10 月１日までの期

間について、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同

年 10 月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、24 万円とすることが妥当であ

る。 

申立人の申立期間のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までの期

間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額を、24万円に訂正することが必要である。 

申立人は、申立期間のうち、平成９年 10 月１日から 10 年５月９日までの

期間について、その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準報酬月額に係る記録を 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年１月 31日から同年６月１日まで 

② 平成７年７月 31日から同年 10月１日まで 

③ 平成７年 10月１日から 10年５月９日まで 



私は、昭和 58 年 10 月頃にＡ社に入社してから平成 10 年５月に退社する

まで、継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び②の厚生年

金保険被保険者記録が無い。 

また、平成７年 10 月１日以降のオンライン記録上の標準報酬月額が、実

際にもらっていた給与より少ないので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人

は、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、Ａ社及び同社の関連会社であるＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿によれば、申立人を含め、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（昭和 61 年１月 31 日。以下「全喪日」という。）に被保険者資

格を喪失したとされている 75 人のうち 62 人が、Ｂ社が厚生年金保険の適用

事業所となった昭和 61 年６月１日に、同社において資格を取得していること

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

ⅰ）全喪日の後の昭和 61 年２月 24 日及び同年３月 18 日に同社において健康

保険証の再交付を受けている者、ⅱ）同年３月３日に受け付けられた同年３

月２日付けの被保険者資格の取得届が、後に取り消されている者、ⅲ）同年

２月 21 日、同年３月８日及び同年４月１日に被保険者資格を喪失し、当該資

格喪失日が全喪日と同日の同年１月 31 日へと訂正されている者が複数確認で

き、当該被保険者名簿には、これらの取消又は訂正の処理が行われた日付の

記載は無いものの、全喪日より後に行われたものと推認できる。 

また、申立人に係る雇用保険の加入記録、複数の同僚の記憶及びＡ社に係

る商業登記簿謄本によれば、同社は、申立期間①においても法人格を有し、

適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、社会保険事

務所において、遡って同社が適用事業所でなくなったとする処理及び申立人

を含む被保険者の資格喪失処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 61 年１月 31 日に資

格喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人のＡ社における資

格喪失日は、申立人のＢ社における資格取得日と同日の同年６月 1 日である

と認められる。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ社における昭和 60 年 12

月の社会保険事務所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

申立期間②については、申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人

は、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間②当時、Ａ社に勤務していた者は、関連会社のＢ社におい

て厚生年金保険被保険者となっているところ、申立人に係るオンライン記録



によれば、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年８月

21 日）の後の平成７年 10 月５日に、申立人が同社において同年７月 31 日に

資格喪失した旨の処理及び同年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定の取消処

理が行われたことが確認できる上、同僚 77 人についても、同年 10 月５日又

は同年 10 月６日に、申立人と同様、同年７月 31 日に資格喪失した旨の処理

及び同年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定の取消処理が行われたことが確

認できる。 

しかしながら、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によれば、同社は、申立期間②

においても法人格を有し、適用事業所の要件を満たしていたと認められるこ

とから、社会保険事務所において、同社が適用事業所でなくなったとする処

理、前述の資格喪失処理及び標準報酬月額の取消処理を行う合理的な理由は

見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年７月 31 日に資格

喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人のＢ社における資格

喪失日は、申立人のＡ社における資格取得日と同日の同年 10 月１日であると

認められる。  

なお、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社における取消

前のオンライン記録から、24万円とすることが妥当である。 

申立期間③のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までの期間につ

いては、申立人に係るオンライン記録によれば、申立人のＡ社における標準

報酬月額は、当初、申立人が主張するとおり、24 万円と記録されていたとこ

ろ、同年４月 18 日に、７年 10 月１日に遡って９万 2,000 円に引き下げられ

ていることが確認できる上、同僚 31 人の標準報酬月額も、申立人と同様、９

年４月 18 日に、当該同僚が被保険者資格を取得した日に遡って９万 2,000 円

に引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の当時の事業主に照会を行ったところ、回答を得ることはでき

なかったものの、複数の同僚の証言から、当時、同社は、厚生年金保険料の

納付に苦慮していたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成９年４月 18 日に行われた遡及訂正処理

は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正処

理に合理的な理由は見当たらず、有効な記録訂正があったとは認められない。

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の７年 10 月

１日から９年 10 月１日までの期間の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た、24万円に訂正することが必要である。 

なお、申立期間③のうち、平成９年 10 月１日から 10 年５月９日までの期

間の標準報酬月額は、前述の遡及訂正処理が行われた日以降の最初の定時決

定（平成９年 10 月１日）において９万 2,000 円と記録されているところ、当

該記録については、前述の遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事



情は見当たらないことから、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言

えない。 

また、申立期間③のうち、平成９年 10 月１日から 10 年５月９日までの期

間については、Ａ社において、申立人と同様に前述の標準報酬月額の遡及訂

正処理が行われた同僚の所持する給与明細書によれば、当該期間のオンライ

ン記録上の標準報酬月額は、当該給与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額に見合う標準報酬月額（訂正前に記録されていた平成８年 10 月の

標準報酬月額と同額）より低いことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③のうち、当該期間に

ついて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た申立人の平成８年 10 月から９年９月までの標準報酬月額から、24

万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



福島国民年金 事案 679 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年３月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年３月から 56年３月まで 

私は、勤務先を退職し、昭和 53 年３月に国民年金に加入することになっ

た。当時、居住していたＡ県Ｂ市から郵送された納付書を使い、毎月、郵

便局で国民年金保険料を納付していたので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に居住していたとするＡ県Ｂ市において、申立人に国民

年金手帳記号番号が払い出された記録は確認できない上、Ｃ市及びＤ市が作

成した国民年金被保険者名簿並びに申立人に係る特殊台帳にはいずれも、申

立人は、昭和 56 年４月１日に国民年金に加入したことが記載されており、申

立期間は未加入期間として処理されていることが確認できることから、国民

年金保険料の納付書は発行されず、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年４月頃に払い出されて

いることが確認できることから、申立人は、この頃国民年金の加入手続を行

ったものと考えられるところ、申立期間直後の同年４月の国民年金保険料は、

同年 11 月 25 日に納付されたことが確認でき、この時点で、申立期間の一部

の国民年金保険料は時効により納付することはできない。 

さらに、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島厚生年金 事案 1026 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年２月頃から 42年２月頃まで 

私は、昭和 41 年２月頃から１年間ほどＡ社に勤務していたが、厚生年金

保険の加入記録が無い。勤務していたことは間違いないので、調べてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の記憶から、申立人は、期間は特定できないものの、Ａ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の事業主に照会しても、申立期間に係る申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得る

ことはできなかった。 

また、申立人は、一緒に勤務していたとする義弟以外の同僚の氏名を記憶

していないことから、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、

申立期間に同社において厚生年金保険被保険者であったことが確認できる数

十人の者に照会しても、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることはできなかった。 

さらに、前述の義弟についても、Ａ社における厚生年金保険被保険者記録

は確認できないところ、当該義弟は、「社会保険には加入せずに勤務してい

た。」と述べており、同僚の一人も、「入社してからしばらくの間は社会保

険に加入していなかった。当時は、勤務している者全員を社会保険に加入さ

せる会社ではなかった。」と述べていることから、当時、同社では、必ずし

も全ての従業員について被保険者資格を取得させる取扱いではなかったこと

がうかがえる。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての申立人の記憶は



定かではなく、このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


